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連　　絡

　平成２３年１月５目付け「ご教示のお願い」に対し，本目窓ロにいらっし

やいました際，ご説明しようとしましたが，お帰りになりましたので，法律

をお示しします。

　利客間悟入の呼出は下記の民事調停法第１１条２項によるものです。

　民事調停法第１１条２項

　　　調停委員会は，相当であると認めるときは，調停の結果について利害

　　関係を有する者を調停手続に参加させることができる。

　　　※　民事調停法第１１条１項は自ら参加申し出をする場合で，２項は

　　　　　調停委員会が参加をさせるということになる。

　もう一点，暮れに小鴨さん外１名の，特定債務等の調整の促進のための特

定調停に関する法律（以下「特定調停法」という。）第９条の関係権利者と

して参加中立され，許可されなかった件について，法律をお示しします。

　特定調停法第９条

　　　特定調停の結果について利害関係を有する関係権利者が特定調停手続

　　に参加する場合には，民事調停法第１１条１項の規定にかかわらず，皿

　　停委員会の許可を受けることを要しない。

　関係権利者について

　特定調停法第２条４項

　　　この法律において「矢　，　|」　とは　，定f務　にかして財産上の

　　舌Ξii,｀　　を　　る　　び，定f訟　の　産の上に担　　を　　る　をい

つ。

以上です。
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